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事
例
2

　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
ア
プ
リ
で

バ
ッ
グ
を
購
入
し
た
が
傷
だ
ら
け

だ
っ
た
。
ア
プ
リ
の
運
営
会
社
に
相

談
し
た
が
当
事
者
同
士
で
話
し
合
う

よ
う
に
言
わ
れ
た
。

ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス

・�

中
古
品
の
場
合
、
イ
メ
ー
ジ
と

違
っ
た
商
品
が
届
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
商
品
に
納
得
で
き
な
い
場

合
は
受
け
取
り
手
続
き
を
し
な
い

こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
取
引
の

流
れ
を
確
認
し
て
か
ら
購
入
す
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・�

運
営
会
社
が
キ
ャ
ン
セ
ル
や
返
品

手
続
き
を
し
て
く
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
運
営
会
社
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

・�

現
金
や
医
薬
品
な
ど
、
出
品
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
商
品
も
あ
り
ま
す

の
で
、
出
品
者
は
特
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

・�

不
審
や
不
安
に
感
じ
た
時
は
一
人

で
抱
え
込
ま
ず
、
気
軽
に
左
記
相

談
窓
口
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
相
談
窓
口
／

・
役
場
観
光
商
工
課
商
工
労
働
係

　

�（
２
階
⑯
番
窓
口
☎
内
線
２
５
１
）

・
釧
路
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

�（
☎
０
１
５
４
︱
24
︱
３
０
０
０
）

・
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
☎
１
８
８
）

　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
ア
プ
リ
・
サ
イ
ト

を
利
用
す
る
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
最
近
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
普
及
に
よ
り
、
高
齢
者
の
利
用

も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
の

「
個
人
間
契
約
」
は
、
原
則
、
サ

イ
ト
運
営
会
社
や
消
費
者
相
談

窓
口
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
な
ど
の

対
応
が
で
き
ず
、
当
事
者
同
士
で

の
話
し
合
い
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
、
ト
ラ
ブ

ル
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
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オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
で
ブ
ラ

ン
ド
ス
ニ
ー
カ
ー
を
落
札
し
た

が
、
出
品
さ
れ
て
い
た
写
真
と
は

違
う
商
品
が
届
い
た
。
出
品
者
へ

返
品
し
た
い
と
相
談
し
た
が
対
応

し
て
く
れ
な
い
。

フリーマーケット
アプリでの
契約は
慎重に！

生活豆知識

年金生活者支援給付金制度が始まります

健康・快適生活

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額を下回る年金受給者の生活を支援す
るために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

■対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件を全て満たしている必要があります。
・65歳以上である。
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている。
・�年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であ
る。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下である。

■請求手続き
①平成31年4月1日以前から年金を受給している方
　�対象となる方には、日本年金機構から請求手続
きのご案内が順次届きます。同封のはがき（年
金生活者支援給付金請求書）に記入し提出して
ください。

②平成31年4月2日以降に年金を受給開始した方
　�年金の請求手続きと併せて年金事務所または市
区町村で請求手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
・日本年金機構や厚生労働省が口座番号を尋ねたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金の請求で困った時はお電話ください。
給付金専用ダイヤル
☎0570-05-4092（ナビダイヤル） 年 金 給 付 金 検　　索

10月１
日から
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ステッカー

リーフレット

　自然の番人宣言は、貴重な自然環境を守り次世代に引き継いでいくため、
私たち一人一人が「自然の番人」となり、不法投棄やポイ捨てを撲滅しよう
とするもので、平成18年４月に釧路管内の全市町村が共同で制定しました。
　町内でも、道端へのポイ捨てや家庭ごみの不法投棄が発生しています。
自然を壊すポイ捨てや不法投棄を「しない」「させない」「許さない」とい
う思想を持ち、美しい自然環境を守りましょう。
　自然の番人宣言の全文を記載したリーフレットやポスター、自動車に貼
り付けるステッカーは下記係で配布していますので、気軽にお問い合わせ
ください。
・ポイ捨てや不法投棄は犯罪です。絶対にしないでください。
・�不法投棄者への罰則は、個人の場合は５年以下の懲役または1,000万
円以下の罰金、法人の場合は４億円以下の罰金となります。
・不法投棄を見つけたら、次のとおり通報してください。
　不法投棄ごみを発見した時…役場住民課環境衛生係
　不法投棄している人を目撃した時…弟子屈警察署（☎482-2110）

不法投棄クリーン作戦
　ごみの不法投棄の根絶と、自然と調和した美しいまちづくりの
推進を目指し、次のとおりクリーン作戦を実施します。参加され
る方は下記係へ申し込みください。
■日時／10月19日㈯、午前９時30分～
■集合場所／コンベンションホールうぃず前駐車場
■実施場所／町道ルルラン通り
■申し込み・問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線127）

自然の番人宣言

飲んで美味しい牛乳をさらに美味しく食べてもらいたい!

牛乳を食べよう！牛乳を食べよう！
～旬の素材をグラタンで～

今月のレシピ

作　　　り　　　方

J-milkホームページより提供

サツマイモと栗のグラタン
材　　料（２人分）

栗………………………………10個
サツマイモ……………………1/2本
玉ネギ…………………………1/2個
ウインナー……………………４本
バター………………………… 20g
薄力粉……………………大さじ１
牛乳………………………… 200㎖
塩・コショウ………………各少々
ピザ用チーズ………………… 40g
パン粉……………………大さじ１
サラダ油………………………少々

①�栗はゆでて鬼皮、渋皮をむく。（冷凍むき栗を使う場合は下ゆで
してから使用）サツマイモはよく洗い、皮ごとひと口大に切り、
水にさらし、耐熱容器に入れてラップをかけ、電子レンジで約３
分、やわらかくなるまで加熱する。玉ネギはみじん切りに、ウイ
ンナーはひと口大に切る。
②�鍋にバターを溶かし、玉ネギを炒め、透き通ってきたら薄力粉を
加えて焦がさないように炒める。牛乳を少しずつ加えてのばし、
栗、サツマイモ、ウインナーを入れ、弱火でひと煮して、塩、コ
ショウで味を調え、火を止める。
③�バター（分量外）を薄く塗ったグラタン皿に②を入れ、ピザ用チー
ズをのせる。パン粉にサラダ油を１～２滴垂らし、よく混ぜてふ
りかけ、オーブントースターで焦げ目が付くまで焼く。

■問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線127）

10月は「秋の一斉大掃除」月間

　各自治会で日時・場所を設定し、住宅
周辺・道路・公園などの清掃をお願いし
ます。
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おめでとう
ございます

長寿88歳

《令和元年８月該当》
掲載に同意いただいた方のみ

掲載しています。三宮　優さん
（麻　生）

近藤　アイさん
（オソツベツ）

加藤　利助さん
（虹　別）

間
食
の
種
類
（
図
２
）

　

間
食
に
牛
乳
・
乳
製
品
や
果
物

な
ど
を
与
え
て
い
る
方
も
い
ま
す

が
、
市
販
品
の
お
菓
子
を
与
え
て

い
る
方
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。

幼
児
期
の
間
食
は
、
３
食
で
取

り
き
れ
な
い
栄
養
（
ビ
タ
ミ

ン
・
ミ
ネ
ラ
ル
）
や
水
分
を
補

う
た
め
の
も
の
で
す
。
牛
乳
・

乳
製
品
、
果
物
を
間
食
に
取
り

入
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

飲
料
の
種
類
（
図
３
）

　

１
歳
６
カ
月
児
の
飲
料
の
種
類

と
し
て
は
、
牛
乳
を
与
え
て
い
る

方
も
い
ま
す
が
、甘
い
飲
み
物（
果

汁
飲
料
・
乳
酸
菌
飲
料
・
ス
ポ
ー

ツ
飲
料
）
を
与
え
て
い
る
方
が
多

い
よ
う
で
す
。

甘
い
飲
み
物
は
肥
満
や
虫
歯
の

原
因
と
な
り
ま
す
。
水
分
補
給

は
水
や
お
茶
を
基
本
に
し
ま
し

ょ
う
。

　

幼
児
期
の
食
習
慣
は
、
将
来
の

健
康
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
子

ど
も
は
自
分
で
食
事
に
注
意
し
た

り
、
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
親
で
あ
る
大
人
が
し
っ

か
り
管
理
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
子
ど
も

だ
け
で
は
な
く
、
大
人
も
食
習
慣

に
気
を
付
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

■�

問
い
合
わ
せ
／
ふ
れ
あ
い
交
流

セ
ン
タ
ー
健
康
推
進
係
（
☎

４
８
５
︱
１
０
０
０
）

こんにちは
管理栄養士です

標
茶
町
の
幼
児
期
の
食
習
慣
の
実
態

　

毎
日
口
に
す
る
食
事
は
、
体
の

健
康
に
欠
か
せ
な
い
も
の
の
一つ
で

す
。
正
し
い
食
生
活
を
送
る
こ
と

は
子
ど
も
も
大
人
も
大
切
で
あ
り
、

特
に
幼
児
期
は
基
本
的
な
食
習
慣

が
身
に
付
く
大
事
な
時
期
で
す
。

ま
た
、
著
し
く
成
長
す
る
時
期
で

あ
り
、
体
重
あ
た
り
に
必
要
な
栄

養
素
の
量
は
大
人
の
倍
で
、
多
く
の

栄
養
素
を
必
要
と
し
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
１
歳
６
カ
月
児
健

診
、
３
歳
児
健
診
の
時
に
２
日
間

の
食
事
内
容
を
記
入
し
て
も
ら
う

食
事
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
回
は
平
成
30
年
度
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
か
ら
、
本
町
の
幼
児
の

食
習
慣
の
実
態
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

朝
食
を
食
べ
る
割
合

　

１
歳
６
カ
月
児
は
94
・
１
％
、

３
歳
児
は
98
％
が
２
日
と
も
食
べ

て
い
る
と
い
う
結
果
で
し
た
。
朝

食
を
食
べ
る
習
慣
が
つ
い
て
い
る

よ
う
で
す
。

朝
食
を
し
っ
か
り
食
べ
る
と
体

に
ス
イ
ッ
チ
が
入
り
、
元
気
に

１
日
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
生
活
リ
ズ

ム
の
確
立
に
も
つ
な
が
り
ま
す

の
で
、
幼
児
期
か
ら
し
っ
か
り

と
毎
日
食
べ
る
習
慣
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

主
食
・
主
菜
・
副
菜
が

そ
ろ
っ
て
い
る
割
合
（
図
１
）

　

２
日
間
の
食
事
内
容
で
主
食
・

主
菜
・
副
菜
が
１
日
２
回
以
上
そ

ろ
っ
て
い
る
割
合
は
、
１
歳
６
カ

月
児
、
３
歳
児
と
も
に
約
５
割
と

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。中
で
も
、

副
菜
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
割
合
が

多
い
よ
う
で
す
。

具
だ
く
さ
ん
の
汁
物
や
そ
の
ま

ま
食
べ
ら
れ
る
ト
マ
ト
や
キ
ュ

ウ
リ
な
ど
を
付
け
合
せ
る
と
、

副
菜
を
手
軽
に
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
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町立病院からのお知らせ 標茶町立病院　　　　☎485-2135
URL　http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/~hospital/

＝お願い＝町立病院は、救急指定病院として24時間体制で診療を行っていますが、医師の負担軽減のためにも、緊
急に診断・治療が必要な方を除き、通常時間帯の受診をお願いします。
なお、お子さんの急病などで受診したほうがいいか迷う時には「北海道小児救急電話相談」に電話し、適切な助言
を受ける方法もありますので、ぜひご活用ください。（☎＃8000、相談時間／午後７時～翌朝８時、365日可能）

【予防接種】
《小児科／定期接種》�◦����麻しん風しん混合・ＢＣＧ・ヒブ・小児用肺炎球菌・Ｂ型肝炎・四種混合・日本脳炎・

水痘の接種希望者は、予約受付締切時間までに総合受付窓口または電話で申し込みくだ
さい。（ワクチンの準備の都合上、お願いします）

　　　　　　　　 　◦�ＢＣＧ以外の予防接種は、同時接種が可能です。同時接種の詳細は、病院へ問い合わせ
ください。

《16～20歳未満の日本脳炎》�◦���対象の方で接種を希望される方は、１回目の接種はふれあい交流センターへ、２回目以
降の接種は町立病院にそれぞれ１週間前までに申し込みください。

《子 宮 頸
けい

が ん》◦�定期接種（中学１年～高校１年対象）・任意接種ともに、産婦人科での診療となりますの
で、上記日程を参照してください。ワクチン入荷日が確定次第、接種日を決定します。

《インフルエンザ》◦�10月７日㈪から予約受付を開始します。１日の予約人数が限られていますので早めにご
連絡ください。詳細は折り込みチラシをご覧ください。

《任 意 接 種》◦��おたふくかぜ・定期接種以外の水痘・６５歳以上の肺炎球菌・麻しん・風しん・麻しん
風しん混合は予約が必要となりますので、５日前までに総合受付窓口または電話で申し
込みください。

※定期の予防接種についての詳細は、ふれあい交流センター健康推進係(☎485-1000)へ問い合わせください。

一般診療 予防接種（事前予約が必要です）
午前 午後 午後1：00～2：00 午後２:45～３:45 予約受付締切

8:45～11:00 13:00～14:00

1日㈫ ●

休　診

●
（インフルエンザ以外） 休　診 ９月30日㈪正午

8日㈫ ● ●
（インフルエンザ以外） 休　診 10月7日㈪正午

15日㈫ ● ● 休　診 10月11日㈮正午

29日㈫ ● ●
（インフルエンザ同時接種含む）

●
（インフルエンザ単独接種のみ） 10月28日㈪正午

30日㈬ ● ● 休　診 休　診 ―

受付診療時間　受付時間／午前の部…午前８時45分～11時　　午後の部…午後１時～３時45分
　　　　　　　　※自動再来受付機の稼働時間は午前７～11時、正午～午後３時45分です。
　　　　　　　診療時間／�午前９時～午後４時45分
全科休診　　◦10月９日㈬は、防災訓練のため午後から全科休診となります。
内　　科　　◦�毎週火曜日・水曜日は、午後休診です。（木曜日・金曜日の午後１～２時は、病棟回診のため

診察をお待ちいただいております）
外　　科　　◦北大医学部消化器外科Ⅰから原則１週間単位で出張医師が担当します。
　　　　　　◦毎週金曜日の受付時間は、午後３時までとなります。
産婦人科　　◦町立中標津病院から島野敏司医師が担当します。
　　　　　　◦診療日／毎週月曜日の午後
　　　　　　◦受付時間／午後１時～３時30分
　　　　　　◦基本的に診察は予約制のため予約の方が優先となります。
　　　　　　　受診日の５日前までに予約してください。
リハビリテーション科　◦予約制となっています。新患の方は、医師の診察後に受診日時を予約します。
小 児 科　　◦旭川医大小児科から出張医師が担当します。
☆10月の小児科診療受付時間／


